
(注) 東京支店は、金融商品取引法の規定による備付場所ではありませんが、投資者の便宜のために備えるものであ

ります。 
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  株式会社滋賀銀行東京支店

  (東京都中央区日本橋小伝馬町12番９号)

  株式会社東京証券取引所

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 



  

平成26年２月７日に提出いたしました第127期第３四半期（自 平成25年10月１日 至 平成25年12月

31日）四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正

報告書を提出するものであります。 

  

第一部 【企業情報】  

   第４ 【経理の状況】  

    １ 【四半期連結財務諸表】 

     【注記事項】 

      （四半期連結損益計算書関係） 

  

訂正箇所は  を付して表示しております。 

  

第一部 【企業情報】  

   第４ 【経理の状況】  

    １ 【四半期連結財務諸表】 

     【注記事項】 

      （四半期連結損益計算書関係） 

  

  (訂正前) 

  
※２ その他経常費用には、次のものを含んでおります。 

  

  
 (訂正後) 

  
※２ その他経常費用には、次のものを含んでおります。 

１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

２ 【訂正事項】

３ 【訂正箇所】

 
前第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年12月31日)

貸倒引当金繰入額 2,623百万円 917百万円

貸出金償却 2,125百万円 424百万円

株式等売却損 ― 102百万円

株式等償却 849百万円 15百万円
 

 
前第３四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年12月31日)

貸倒引当金繰入額 2,623百万円 917百万円

貸出金償却 849百万円 424百万円

株式等売却損 ― 102百万円

株式等償却 2,125百万円 15百万円
 


